
 

別紙 

 

 

【申込方法】 

1 申込先 

(1) 「しらせ」船内分室 

〒100-8799 東京都中央区銀座 8-20-26   

日本郵便株式会社 銀座郵便局 南極観測船「しらせ」船内分室 「しらせ」郵頼担当係 

 (2) 「昭和基地」内分室 

   〒100-8799 東京都中央区銀座 8-20-26 

日本郵便株式会社 銀座郵便局 「昭和基地」内分室 「昭和基地」郵頼担当係 

 

2  申込期日  2025年 11月 4日（火）（当日消印有効） 

 

3 引受消印（切手を貼付し実際に差し出された郵便物に押印し宛先にお届けする方法） 

 ※引受消印は、10mm程度印面にかかるように押印します。 

※引受消印に用いることができる日付印は、1通（個）の郵便物などにつき 1 種類です。 

 また、切手類への押印は、最少回数で行います。 

 

＜引受消印のお申し込みに必要なもの＞ 

提出物 注意事項 

A 申込用封筒 □表面には、「引受」と朱書してください。 

※同封筒に、お申込者ご本人の住所・氏名をご記入ください。 

 B 押印の位置を明示した 

メモなど（押印指示書） 

 

□適宜用紙に、郵便番号・住所・氏名・電話連絡先・日付印の種類・

引受郵便物の通数・押印の位置を明示し、同封してください。 

□押印に関する確認のご連絡をさせていただく場合もございます 

ので、日中連絡が可能な電話連絡先を必ずご記入ください。 

□日付印の種類について、風景入日付印および普通日付印のうち、

どちらを押印するかを明示してください。 

※明示のない場合は、風景入日付印で押印します。 

 C  引受消印を受けようと 

する郵便物 

□あらかじめ東京から発送に必要な郵便料金相当額（別記「郵便 

料金表」参照）の郵便切手を貼ってある書状、郵便葉書または郵

便書簡に限ります。 

□普通通常郵便物（速達、書留などの特殊取扱をしないもの）に 

限ります。（宛先は、日本国内に限ります。） 

 

4 記念押印（はがきおよび台紙などに切手を貼付したものに押印し、返信用封筒で返送する方法） 

  ※記念押印は、3mm～5mm程度印面にかかるように押印します。 

※記念押印に用いることができる日付印は、第二種郵便料金相当額を 1単位として、1単位に付き 

1 種類で、切手類への押印は最少回数で行います。 

 

＜記念押印のお申し込みに必要なもの＞ 

提出物 注意事項 

A 申込用封筒 □表面には、「記念」と朱書してください。 

 ※同封筒に、お申込者ご本人の住所・氏名をご記入ください。 

 B 押印の位置を明示した 

メモなど（押印指示書） 

 

□適宜用紙に、郵便番号・住所・氏名・電話連絡先・台紙の枚数・

日付印の種類・押印の位置を明示し同封してください。 

□押印に関する確認のご連絡をさせていただく場合もございます

ので、日中連絡が可能な電話連絡先を必ずご記入ください。 

□日付印の種類については風景入日付印および普通日付印のうち、

どちらを押印するかを明示してください。 

※明示のない場合は、風景入日付印で押印します。 

 

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2025/03_tokyo/1016_01_03.pdf


 

 

提出物 注意事項 

 C 記念押印を受けようと 

する台紙など 

□長辺 23.5cm、短辺 12cm、厚さ 1cm の大きさを超えないようにし、

85 円以上の郵便切手を貼ってください。 

□台紙に類するもの、郵便葉書または郵便書簡でも結構です。 

ただし、郵便切手または料額印面が、85 円に満たない場合については、 

85 円以上になるよう郵便切手を貼り足してください。 

□押印箇所は、光沢紙などのような表面が特殊加工されていない 

材質の紙でお願いします。 

 D 返信用封筒 □あらかじめ、宛先を記載し、東京からの返送に必要な郵便料金 

相当額（別記「郵便料金表」参照）の切手を貼ってください。 

（宛先は日本国内に限ります。） 

 

5 その他注意事項 

(1)  以下の項目に該当するお申し込みは受け付けできませんので、お返しいたします。 

ア  「しらせ船内分室留め」および「昭和基地内分室留め」でのお申し込みをされたもの。 

イ   同一封筒で「引受消印」および「記念押印」の両方をお申し込みされたもの。 

※「引受消印」および「記念押印」の両方をご希望される場合は、それぞれ別々の封筒で 

お申し込みください。 

  ウ 前項 1の申込先以外にお申込みされたもの。 

エ 前項 3または 4の提出物の必要要件を満たさずにお申し込みされたもの。 

オ 申込期限 2025年 11月 4日（火）（当日消印有効）を過ぎて到着した郵便物。 

(2)  私製はがき、封筒など（お客さまが手作りで作成し、送付されるもの）については、重量、サイズ 

を確認し、郵便料金に注意してお申し込みください。 

(3) 押印を希望する日付印の種類が明示されていない場合は、風景入日付印で押印します。 

（4）押印に関するもの以外は受け付けできません。 

（5）お申込みの際に使用された封筒などはご返却しません。 

 (6) 前項 3または 4の提出物以外のものについての責任は負いかねます。 

（7）2024年 10月 1日（火）より、郵便料金が改定されておりますので、ご注意ください。 

 

https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2025/03_tokyo/1016_01_03.pdf

